質疑回答内容公表

業務名　介護保険に係る通知書等作成等業務委託
回答課　高齢福祉課
更新日　令和７年１０月２０日
	№
	質疑受付日
	質疑内容
	公表日
	回答内容

	１
２
	令和７年１０月９日
令和７年１０月１４日
	入札公告内の入札条件には記載がないのですが、仕様書2には、8機密保持及び情報管理　（5）個人情報について適切な保護措置を講ずる体制を整備していることを確認するため、契約時にプライバシーマーク登録証の写しを提出すること。とあります。
この記載は、プライバシーマークの認証取得が入札参加の必須条件であることを意味するのでしょうか。 また、プライバシーマークに準じた情報保護体制として、ISO/IEC 27001（ISMS）等の認証を取得している場合でも、同様に認められる可能性はありますでしょうか。
1.支給PDFデータ形式についてご教示ください。

（１）解像度をご教示ください（400dpなど）
（２）フォントは埋め込みされていますか？（埋め込みサブセット）
（３）PDF内に罫線など、固定印刷の内容は含まれますか？（専用帳票を作成する必要がありますか？）
2．A4サイズ指定の帳票について、連続帳票でプリントするため、A4近似値サイズ(横8.3ｲﾝﾁ×縦12ｲﾝﾁ)に変更は可能でしょうか？
3．すべての帳票のレイアウト見本をご提示いただけないでしょうか？
4.処理スケジュールをご教示ください。（あるいは、データ支給から納品までは何日確保されていますでしょうか？）
5.各封筒について郵便区内特別の内訳をご教示ください。
6.読み取りテストに必要な納付書の部数をご教示ください。
	令和７年１０月１５日
令和７年１０月２０日
	登録証の写しは入札時には提出不要です。仕様書のとおり、契約時に提出してください。
また、個人情報を扱いますので、日本の個人情報保護法に適合していることを確認できるプライバシーマークの認証取得が必須です。
（１）標準システムにおける解像度が確認できないため、現行システムで印刷を外部委託する際に作成している支給PDFデータの解像度を回答します。現行システムで作成される支給PDFデータの解像度は600dpiです。
（２）埋め込みされています。
（３）A4帳票（負担割合証を除く）については、罫線など固定印刷の内容が含まれますので、専用帳票を作成する必要はありません。支給PDFデータがあるもので専用帳票を作成する必要があるのは、納付書及び負担割合証です。
2．仕様書のとおりです。
3．別添のとおりです。介護保険システム標準仕様書【第5.0版】（案）で示されているレイアウト見本のため、変更される可能性があります。チラシ等は記載内容が定まっていないため提示できません。
4. 現時点で処理スケジュールが確定していない帳票は過去の実績を回答します。月次の帳票については、大型連休と重なる場合、データ渡しから納品までの期間が短くなる場合があります。
（１）保険料決定通知書　当初
データ渡し日：R07.06.24午後
納品日：R07.07.01午前
（２）保険料決定通知書　仮算定
データ渡し日：R07.03.06午後
納品日：R07.03.12午前
（３）保険料決定通知書　月次
データ渡し日：第３営業日午前
納品日：発送日（毎月１５日（休日の場合前倒し））の３営業日前まで
（４）督促状
データ渡し日と納品日の間に営業日２日を挟む
（５）負担割合証
データ渡し日：R07.06.23午後
納品日：R07.06.30午前
（６）納付証明書
データ渡し日：R07.01.14午後
納品日：R07.01.20午後
5.郵便区内特別の内訳は以下を想定しています。
（１）保険料決定通知書　当初
全体の約99％が郵便区内特別です。
444-11　全体の約13％
444-12　全体の約9％
446　　 全体の約77％
（２）保険料決定通知書　仮算定
全体の約99％が郵便区内特別です。
444-11　全体の約12％
444-12　全体の約9％
446　　 全体の約78％
（３）保険料決定通知書　月次
全体の約78％が郵便区内特別です。
444-11　郵便区内特別の条件に該当しない
444-12　郵便区内特別の条件に該当しない
446　　 全体の約78％
（４）負担割合証
全体の約95％が郵便区内特別です。
444-11　全体の約12％
444-12　全体の約9％
446　　 全体の約74％
（５）納付証明書
全体の約98％が郵便区内特別です。444-11　全体の約11％
444-12　全体の約8％
446　　 全体の約79％
6.１５０部を見込んでいます。


